
・
地
域
行
政
機
関
の
事
務
事
業
は
、
都
市

内
分
権
と
行
政
の
効
率
性
の
バ
ラ
ン
ス
に

十
分
留
意
し
、
地
域
自
治
制
度
構
築
の
趣

旨
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
定
め
ま
す
。

・
地
域
行
政
機
関
の
事
務
事
業
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
住
民
の
利
便

性
が
低
下
し
な
い
こ
と
に
配
慮
し
ま
す
。

・
合
併
時
に
お
い
て
定
め
た
事
務
事
業
や

執
行
体
制
に
つ
い
て
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
留

意
し
つ
つ
、
行
政
改
革
の
推
進
及
び
事
務

の
効
率
的
な
執
行
の
観
点
か
ら
合
併
後
も

見
直
し
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

拭
地
域
づ
く
り
に
係
る
立
案
や
調
整
業
務

・
地
域
自
治
協
議
会
と
協
力
し
、
地
域
の
個

性
を
尊
重
し
、
地
域
自
ら
が
地
域
づ
く
り
を

行
え
る
よ
う
地
域
行
政
機
関
で
地
域
づ
く
り

に
関
す
る
立
案
、
調
整
を
行
い
ま
す
。

・
ま
た
、
地
域
自
治
協
議
会
が
十
分
に
そ

の
能
力
や
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
地

域
自
治
協
議
会
の
事
務
局
は
、
地
域
行
政

機
関
で
行
い
ま
す
。

植
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務

身
近
な
行
政
機
関
と
し
て
の
役
割
に
ふ

さ
わ
し
い
、
き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

殖
管
理
業
務

地
域
自
ら
が
行
政
運
営
を
担
っ
て
い
く

た
め
に
、
内
部
運
営
管
理
、
施
設
管
理
な

ど
を
行
い
ま
す
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
の
視
点

か
ら
、
地
域
行
政
機
関
で
行
う
主

な
事
務
事
業
に
つ
い
て
、
検
討
状

況
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。
今
後

は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て

の
体
制
・
環
境
整
備
な
ど
の
観
点

か
ら
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
実
施

を
目
指
し
調
整
を
行
い
ま
す

・
地
域
行
政
機
関
は
、
全
市
統
轄
機
関
の

総
合
調
整
・
統
括
、
実
施
方
針
・
基
準
等

に
基
づ
き
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行

い
ま
す
。

拭
地
域
自
治
の
推
進

地
域
自
治
制
度
の
一
環
と
し
て
設
置
す

る
地
域
自
治
協
議
会
が
そ
の
役
割
を
十
分

に
発
揮
し
、
地
域
行
政
機
関
が
地
域
住
民

と
の
協
働
の
場
と
し
て
の
機
能
を
担
え
る

よ
う
、
地
域
自
治
協
議
会
へ
の
支
援
や
協

働
に
よ
る
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

植
総
務
的
業
務

総
務
部
門
等
は
、
合
併
に
伴
い
統
合
し
、

効
率
化
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
地

域
住
民
に
身
近
な
場
所
か
ら
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
が
必
要
な
も
の
な
ど
に
つ
い
て

は
、
地
域
行
政
機
関
で
実
施
し
て
い
き
ま

す
。

ア
　
管
理
業
務

地
域
自
ら
が
行
政
運
営
を
担
っ
て
い
く

た
め
に
、
内
部
運
営
管
理
、
施
設
管
理
な

ど
を
行
い
ま
す
。

イ
　
広
報
広
聴

開
か
れ
た
市
政
運
営
の
た
め
、
身
近
な

市
民
相
談
に
つ
い
て
は
、
地
域
行
政
機
関

に
お
い
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
新
市
と
し

て
一
元
化
さ
れ
ま
す
が
、
地
域
が
主
体
と

な
っ
た
地
域
づ
く
り
の
推
進
の
観
点
か
ら
、

2

～地域自治制度の構築に向けて～
現在までに、宇都宮地域合併協議会で審議され承認された事項をお知らせします。

合併した場合は、現在の上三川町役場は『地域自治センター（法律上は支所）』
となります。

基
本
的
な
考
え
方

１

地
域
行
政
機
関
の
行
う
業
務

２上河内町 

河内町 

宇都宮市 

上三川町 

地
域
行
政
機
関
の
事
務
事
業

３



地
域
広
報
紙
や
地
域
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
い

っ
た
地
域
密
着
型
の
情
報
交
流
に
つ
い
て

地
域
行
政
機
関
に
お
い
て
主
体
的
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
市
民
相
談
に
関
す
る
こ
と

○
地
域
広
報
紙
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
の

自
主
性
に
基
づ
き
行
う
）

○
地
域
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
こ
と

（
地
域
の
自
主
性
に
基
づ
き
行
う
）
等

ウ
　
人
　
権

人
権
問
題
に
対
す
る
住
民
の
正
し
い
理

解
と
認
識
を
深
め
、
す
べ
て
の
住
民
の
人

格
を
尊
重
し
た
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
全
市
的
な
取
組
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
地
域
か
ら
は
、
人
権
啓
発
や
人

権
・
同
和
対
策
事
業
な
ど
を
引
き
続
き
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
人
権
啓
発
に
関
す
る
こ
と

○
人
権
・
同
和
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
等

エ
　
防
　
災

市
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害

か
ら
守
る
た
め
、
全
市
的
な
取
組
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
が
自
ら

の
課
題
と
し
て
考
え
、
防
災
意
識
を
醸
成

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

防
災
訓
練
や
防
災
意
識
の
啓
発
な
ど
に
つ

い
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

3

《
主
な
事
務
事
業
》

○
防
災
訓
練
に
関
す
る
こ
と

○
防
災
マ
ッ
プ
の
作
成
に
関
す
る
こ
と

○
防
災
意
識
の
普
及
・
啓
発
に
関
す
る

こ
と

○
防
災
行
政
無
線
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

等オ
　
出
　
納

住
民
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
、
窓

口
収
納
や
窓
口
で
の
現
金
支
払
い
な
ど
を

行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
窓
口
収
納
に
関
す
る
こ
と

○
窓
口
で
の
現
金
支
払
に
関
す
る
こ
と
等

殖
住
民
生
活

地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
深
く
関
連
す

る
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
利
便

性
を
十
分
に
考
慮
し
、
地
域
行
政
機
関
に

お
い
て
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
地
域
の
課
題
を
自
ら
解
決
し
て

い
く
た
め
の
住
民
自
治
の
活
動
を
積
極
的

に
育
成
・
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

ア
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

自
立
し
た
地
域
社
会
を
形
成
す
る
た
め
、

住
民
自
治
の
拡
充
や
住
民
と
行
政
と
の
協

働
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
の
積
極
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
自
治
会
育
成
に
関
す
る
こ
と

○
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
管
理

運
営
に
関
す
る
こ
と

○
地
域
集
会
所
等
建
設
融
資
・
補
助
申
請

に
関
す
る
こ
と

○
防
犯
灯
設
置
及
び
管
理
補
助
金
申
請
に

関
す
る
こ
と

○
地
域
づ
く
り
推
進
事
業
の
支
援
に
関
す

る
こ
と

○
消
費
生
活
啓
発
に
関
す
る
こ
と

○
交
通
安
全
施
策
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

○
交
通
災
害
共
済
に
関
す
る
こ
と

◎
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
補
助
申
請
に
関

す
る
こ
と
等

※
◎
は
新
規

イ
　
窓
　
口

戸
籍
や
住
民
登
録
な
ど
の
基
本
的
な
窓

口
サ
ー
ビ
ス
は
、
多
く
の
住
民
が
利
用
す

る
身
近
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
受
付
や
証

明
書
の
交
付
な
ど
を
行
い
、
住
民
の
利
便

性
を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
住
民
登
録
に
関
す
る
こ
と

○
戸
籍
事
務
に
関
す
る
こ
と

○
印
鑑
登
録
に
関
す
る
こ
と

○
諸
証
明
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

◎
市
民
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

○
外
国
人
登
録
に
関
す
る
こ
と

○
埋
葬
、
火
葬
及
び
改
葬
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
等

※
◎
は
新
規

ウ
　
国
保
年
金

住
民
に
身
近
な
場
所
で
国
民
健
康
保
険

や
国
民
年
金
の
加
入
脱
退
の
受
付
な
ど
、

日
常
生
活
に
関
係
の
深
い
サ
ー
ビ
ス
を
行

い
、
住
民
の
利
便
性
を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
国
保
）

○
資
格
の
取
得
・
喪
失
に
関
す
る
こ
と

○
保
険
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

○
療
養
費
や
高
額
療
養
費
の
申
請
に
関
す

る
こ
と

○
出
産
育
児
一
時
金
及
び
葬
祭
費
の
請
求

に
関
す
る
こ
と

○
出
産
費
及
び
高
額
療
養
費
貸
付
の
申
請

に
関
す
る
こ
と

○
減
免
申
請
に
関
す
る
こ
と

○
短
期
証
・
資
格
者
証
の
交
付
に
関
す
る

こ
と

（
年
金
）

○
資
格
の
取
得
・
喪
失
に
関
す
る
こ
と

○
保
険
料
の
免
除
申
請
、
学
生
納
付
特
例

申
請
に
関
す
る
こ
と

○
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
等
の
裁

定
請
求
に
関
す
る
こ
と
等

エ
　
男
女
共
同
参
画
・
青
少
年
育
成

男
女
が
安
心
し
て
そ
の
能
力
を
発
揮
で

き
る
社
会
の
実
現
や
思
い
や
り
の
あ
る
た

く
ま
し
い
青
少
年
の
育
成
の
た
め
、
意
識

啓
発
や
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
、
地
域
住

民
に
身
近
な
場
所
で
の
実
施
が
有
効
な
も

の
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。



《
主
な
事
務
事
業
》

（
男
女
共
同
参
画
）

○
意
識
啓
発
に
関
す
る
こ
と

◎
女
性
相
談
に
関
す
る
こ
と

◎
結
婚
相
談
に
関
す
る
こ
と

（
青
少
年
育
成
）

○
青
少
年
団
体
の
活
動
支
援
（
ま
ち
づ
く

り
活
動
へ
の
参
画
）
に
関
す
る
こ
と

○
青
少
年
の
交
流
の
場
の
確
保
に
関
す
る

こ
と
等

※
◎
は
新
規

オ
　
環
境
・
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル

環
境
や
廃
棄
物
問
題
へ
の
対
応
に
は
、

行
政
は
も
と
よ
り
、
事
業
者
や
住
民
と
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
た
全
市
的

な
取
組
が
必
要
で
す
が
、
地
域
の
生
活
環

境
に
つ
い
て
は
、
地
域
が
自
ら
の
課
題
と

し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
環

境
学
習
や
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
地
域
の
生
活

環
境
向
上
の
た
め
の
取
組
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
申
請
に
関

す
る
こ
と

○
一
斉
清
掃
・
ご
み
ゼ
ロ
運
動
に
関
す
る

こ
と

○
各
種
公
害
苦
情
相
談
対
応
に
関
す
る
こ
と

○
環
境
情
報
の
整
備
と
提
供
（
情
報
作
成
）

に
関
す
る
こ
と

○
環
境
保
全
意
識
啓
発
（
各
種
イ
ベ
ン
ト
）

に
関
す
る
こ
と

○
学
校
・
家
庭
、
事
業
者
へ
の
環
境
配
慮

行
動
の
誘
導
促
進
に
関
す
る
こ
と

○
資
源
ご
み
集
団
回
収
推
進
に
関
す
る
こ
と

○
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
関
す
る
こ
と

○
地
域
等
で
の
減
量
化
・
資
源
化
取
組
支

援
に
関
す
る
こ
と

○
資
源
物
・
ご
み
適
正
排
出
指
導
に
関
す

る
こ
と

○
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
申
請
受
付
に
関
す

る
こ
と

○
ご
み
収
集
運
搬
業
務
に
係
る
苦
情
処
理

に
関
す
る
こ
と

○
住
民
等
に
よ
る
不
法
投
棄
監
視
に
関
す

る
こ
と
等

燭
税
　
務

税
務
は
統
一
し
た
基
準
に
基
づ
き
、
全

市
的
に
行
う
も
の
で
す
が
、
身
近
な
場
所

か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
求
め
ら
れ
る
住

民
税
申
告
の
受
付
や
各
種
の
税
証
明
の
発

行
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
地
域
行
政

機
関
に
お
い
て
実
施
し
、
住
民
の
利
便
性

を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
各
種
申
請
書
類
等
の
受
付
に
関
す
る
こ

と○
軽
自
動
車
税
課
税
登
録
受
付
・
標
識
交

付
に
関
す
る
こ
と

○
納
税
相
談
に
関
す
る
こ
と

○
証
明
書
発
行
等
に
関
す
る
こ
と
等

織
保
健
福
祉

保
健
や
福
祉
は
、
住
民
に
と
っ
て
身
近

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
よ
り
き
め
細

か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
地
域
行
政
機
関
が
主
体
的

に
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図
り
ま
す
。

ア
　
保
　
健

住
民
一
人
ひ
と
り
が
、
心
身
と
も
に
健

や
か
な
暮
ら
し
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
地
域
に
お
い
て
、
地
域
主
体
の
健
康
づ

く
り
活
動
の
推
進
や
各
種
健
康
相
談
、
健

康
教
育
及
び
健
康
診
査
な
ど
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
身
近
な
場
所
か
ら
の
健
康

づ
く
り
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
地
区
に
お
け
る
健
康
づ
く
り
活
動
の
推

進
に
関
す
る
こ
と

○
健
康
教
育
に
関
す
る
こ
と

○
健
康
相
談
に
関
す
る
こ
と

○
栄
養
相
談
に
関
す
る
こ
と

○
訪
問
指
導
に
関
す
る
こ
と

○
歯
科
保
健
に
関
す
る
こ
と

○
母
子
健
康
手
帳
等
の
交
付
に
関
す
る
こ

と○
妊
婦
健
康
診
査
に
関
す
る
こ
と

○
乳
幼
児
健
康
診
査
に
関
す
る
こ
と

○
成
人
の
健
康
診
査
に
関
す
る
こ
と

○
結
核
検
診
に
関
す
る
こ
と

○
医
療
費
助
成
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
等

イ
　
介
護
保
険

要
介
護
認
定
の
申
請
な
ど
、
身
近
な
場

所
か
ら
介
護
保
険
を
利
用
で
き
る
よ
う
住

民
の
利
便
性
を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
認
定
審
査
の
申
請
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
関
す
る
こ
と

○
利
用
者
負
担
軽
減
に
関
す
る
こ
と
等

ウ
　
社
会
福
祉

社
会
福
祉
施
設
の
健
全
な
運
営
の
支
援

や
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
な
ど
全
市

的
な
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
保
健
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
的
活
用
を
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
す
る
た
め
、
総
合
相
談
を
身
近
な

場
所
か
ら
実
施
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
保
健
と
福
祉
の
総
合
相
談
窓
口
に
関
す

る
こ
と

○
恩
給
援
護
に
関
す
る
こ
と

◎
内
職
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
等

※
◎
は
新
規

エ
　
生
活
保
護

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
最
低
限
の
生
活

保
障
と
自
立
助
成
の
た
め
の
生
活
保
護
の

適
用
に
当
た
り
、
身
近
な
場
所
か
ら
の
サ

ー
ビ
ス
提
供
が
求
め
ら
れ
る
相
談
・
申
請

受
付
な
ど
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
相
談
・
申
請
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
行
旅
病
人
・
死
亡
人
に
関
す
る
こ
と
等

オ
　
高
齢
者
福
祉

高
齢
者
等
が
住
み
慣
れ
た
地
域
社
会
の
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な
か
で
安
心
し
た
生
活
を
送
り
、
そ
の
能

力
と
意
欲
を
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、
さ

ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
身
近
な
地
域

行
政
機
関
か
ら
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
福
祉
事
業
）

○
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ

と○
食
の
自
立
支
援
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
緊
急
通
報
装
置
給
付
貸
与
事
業
に
関
す

る
こ
と

○
高
齢
者
住
宅
改
修
費
補
助
事
業
に
関
す

る
こ
と

◎
高
齢
者
無
料
入
浴
券
交
付
事
業
に
関
す

る
こ
と

○
敬
老
会
開
催
に
関
す
る
こ
と

◎
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
用
広
場
整
備
補
助
事

業
に
関
す
る
こ
と

◎
生
き
が
い
対
応
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

に
関
す
る
こ
と

◎
高
齢
者
等
ホ
ー
ム
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
関

す
る
こ
と

◎
は
い
か
い
高
齢
者
等
家
族
支
援
事
業
に

関
す
る
こ
と

◎
は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
料

助
成
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
日
常
生
活
用

具
給
付
等
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
老
人
福
祉
電
話
の
設
置
事
業
に
関
す
る

こ
と

◎
老
人
福
祉
補
聴
器
交
付
事
業
に
関
す
る

こ
と

◎
高
齢
者
地
域
活
動
実
践
塾
の
設
置
に
関

す
る
こ
と

◎
高
齢
者
外
出
支
援
（
バ
ス
カ
ー
ド
購
入

費
助
成
）
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
高
齢
者
生
活
支
援
型
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

派
遣
に
関
す
る
こ
と

○
成
年
後
見
制
度
市
長
申
立
て
（
高
齢
者
）

の
受
付
・
調
査
に
関
す
る
こ
と

○
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
措
置
の
受
付
・

調
査
に
関
す
る
こ
と

（
手
当
）

○
敬
老
祝
金
の
支
給
に
関
す
る
こ
と

○
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労
金
の
支
給

に
関
す
る
こ
と

（
保
健
事
業
）

○
訪
問
指
導
に
関
す
る
こ
と

○
介
護
予
防
教
室
に
関
す
る
こ
と

（
老
人
医
療
）

○
老
人
医
療
給
付
・
支
給
に
関
す
る
こ
と

○
老
人
医
療
重
複
頻
回
受
診
者
訪
問
指
導

に
関
す
る
こ
と

（
そ
の
他
）

○
障
害
者
控
除
認
定
書
交
付
に
関
す
る
こ

と
等

※
◎
は
新
規

カ
　
障
害
者
福
祉

心
身
障
害
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
社
会

の
な
か
で
、
自
立
し
た
生
活
を
送
る
と
と

も
に
、
社
会
経
済
活
動
へ
積
極
的
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
身
近
な
地
域
行
政
機
関

か
ら
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
障
害
者
手
帳
）

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
申
請
受
付
・
交
付

に
関
す
る
こ
と

○
療
育
手
帳
の
申
請
受
付
・
交
付
に
関
す

る
こ
と

（
支
援
費
）

○
支
援
費
制
度
支
給
決
定
に
関
す
る
こ
と

（
福
祉
事
業
）

○
措
置
事
務
に
関
す
る
こ
と

○
障
害
者
日
常
生
活
用
具
給
付
・
貸
与
に

関
す
る
こ
と

○
補
装
具
交
付
・
修
理
に
関
す
る
こ
と

○
重
度
身
体
障
害
者
住
宅
改
造
費
助
成
に

関
す
る
こ
と

◎
重
度
身
体
障
害
者
福
祉
電
話
設
置
に
関

す
る
こ
と

○
身
体
障
害
者
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費

助
成
に
関
す
る
こ
と

○
身
体
障
害
者
自
動
車
改
造
費
助
成
に
関

す
る
こ
と

◎
重
度
視
覚
障
害
者
磁
気
誘
導
白
杖
購
入

費
補
助
に
関
す
る
こ
と

◎
身
体
障
害
者
補
助
犬
支
援
に
関
す
る
こ

と◎
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
浴
槽
車
派

遣
）
に
関
す
る
こ
と

◎
重
度
心
身
障
害
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成

に
関
す
る
こ
と

◎
知
的
障
害
者
等
交
通
費
助
成
に
関
す
る

こ
と

○
地
域
に
お
け
る
障
害
者
社
会
参
加
イ
ベ

ン
ト
に
関
す
る
こ
と

○
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
に
よ
る
補
装
具

等
給
付
に
関
す
る
こ
と

○
障
害
者
に
係
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
相

互
利
用
の
申
請
受
付
・
利
用
決
定
に
関
す

る
こ
と

（
手
当
・
医
療
）

○
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関
す

る
こ
と

○
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
受
付
進
達
の
申

請
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
更
生
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と

○
身
体
障
害
者
補
助
犬
給
付
受
付
進
達
の

申
請
受
付
に
関
す
る
こ
と
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○
障
害
者
手
当
に
関
す
る
こ
と

○
公
共
料
金
等
減
免
関
連
事
務
に
関
す
る

こ
と

（
精
神
保
健
）

◎
精
神
障
害
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
の
申

請
受
付
に
関
す
る
こ
と

◎
精
神
障
害
者
交
通
費
助
成
の
申
請
受
付

に
関
す
る
こ
と

○
精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
（
ホ

ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）
の
申
請
受
付
に

関
す
る
こ
と

○
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
の
申
請
受

付
に
関
す
る
こ
と

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
申
請
受

付
に
関
す
る
こ
と

○
精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
公
費
負
担
の

申
請
受
付
に
関
す
る
こ
と

（
難
病
）

◎
難
病
患
者
専
用
マ
ー
ク
交
付
に
関
す
る

こ
と
等

※
◎
は
新
規

キ
　
児
童
福
祉

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に

生
ま
れ
育
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境

整
備
の
た
め
、
保
育
事
業
や
子
育
て
支
援

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
身

近
な
地
域
行
政
機
関
か
ら
展
開
し
て
い
き

ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
保
育
園
管
理
・
運
営
）

○
保
育
所
入
退
所
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
利
用
者
負
担
事
務
に
関
す
る
こ
と

○
保
育
園
行
事
に
関
す
る
こ
と

（
保
育
事
業
）

○
特
別
保
育
（
乳
児
保
育
・
延
長
保
育
・

一
時
保
育
な
ど
）
に
関
す
る
こ
と

（
健
全
育
成
）

○
放
課
後
健
全
育
成
事
業
（
留
守
家
庭
児

童
会
・
子
ど
も
の
家
）
に
関
す
る
こ
と

◎
チ
ビ
ッ
コ
広
場
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

◎
家
庭
児
童
相
談
室
に
関
す
る
こ
と

◎
里
親
登
録
申
請
事
務
に
関
す
る
こ
と

◎
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
子
育
て

サ
ロ
ン
）
に
関
す
る
こ
と

◎
な
か
よ
し
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ
と

◎
母
子
自
立
支
援
員
に
関
す
る
こ
と

◎
子
育
て
支
援
短
期
利
用
事
業
に
関
す
る

こ
と

◎
乳
幼
児
健
康
支
援
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

に
関
す
る
こ
と

◎
ち
び
っ
こ
フ
ェ
ス
タ
の
開
催
支
援
に
関

す
る
こ
と

（
ひ
と
り
親
家
庭
等
福
祉
対
策
）

◎
母
子
生
活
支
援
施
設
に
関
す
る
こ
と

◎
助
産
施
設
に
関
す
る
こ
と

○
母
子
家
庭
等
の
自
立
促
進
に
関
す
る
こ

と◎
母
子
・
父
子
協
力
員
に
関
す
る
こ
と

◎
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
（
貸
付
事
務
）

に
関
す
る
こ
と

（
手
当
・
医
療
）

○
児
童
手
当
支
給
に
関
す
る
こ
と

○
遺
児
手
当
支
給
に
関
す
る
こ
と

○
児
童
扶
養
手
当
支
給
に
関
す
る
こ
と

◎
母
子
家
庭
等
援
護
費
支
給
に
関
す
る
こ

と◎
母
子
家
庭
等
児
童
入
学
祝
金
支
給
に
関

す
る
こ
と

○
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
支
給
（
食
事
療

養
費
を
含
む
）
に
関
す
る
こ
と

○
妊
産
婦
・
乳
幼
児
医
療
費
助
成
に
関
す

る
こ
と
等

※
◎
は
新
規

ク
　
保
健
衛
生

住
民
が
健
康
で
豊
か
な
生
活
を
送
る
た

め
に
、
衛
生
的
で
安
全
な
生
活
を
確
保
で

き
る
よ
う
、
身
近
な
拠
点
か
ら
の
提
供
が

求
め
ら
れ
る
業
務
に
つ
い
て
、
地
域
行
政

機
関
か
ら
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
保
健
予
防
）

○
原
爆
被
爆
者
援
護
事
務
の
受
付
に
関
す

る
こ
と

○
臓
器
移
植
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と

（
感
染
症
）

○
結
核
患
者
の
登
録
・
管
理
に
関
す
る
こ

と○
エ
イ
ズ
･
性
感
染
症
対
策
の
普
及
啓

発
・
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と

（
精
神
保
健
）

◎
地
区
組
織
等
健
康
教
室
の
実
施
に
関
す

る
こ
と

○
訪
問
相
談
・
指
導
に
関
す
る
こ
と

（
難
病
）

○
一
般
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
受
付

に
関
す
る
こ
と

◎
地
域
在
宅
療
養
支
援
（
訪
問
・
相
談
指

導
）
に
関
す
る
こ
と

（
予
防
接
種
）

○
市
外
受
診
者
予
防
接
種
助
成
の
受
付
に

関
す
る
こ
と

（
害
虫
・
動
物
愛
護
等
）

○
衛
生
害
虫
の
駆
除
指
導
・
啓
発
に
関
す

る
こ
と

○
犬
・
ね
こ
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
こ
と

◎
飼
い
犬
・
ね
こ
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費

補
助
金
交
付
申
請
の
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
犬
の
登
録
・
鑑
札
の
交
付
に
関
す
る
こ

と○
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付
に

関
す
る
こ
と
　
等

※
◎
は
新
規

職
産
　
業

農
林
水
産
業
や
商
業
の
振
興
は
、
地
域

の
活
性
化
や
地
域
経
済
の
発
展
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
魅
力
あ
る
地
域

社
会
の
形
成
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら
、

身
近
な
地
域
行
政
機
関
か
ら
引
き
続
き
積

極
的
な
産
業
振
興
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

ア
　
商
業
観
光
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地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
、
地
域
住
民

の
連
帯
意
識
の
醸
成
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト

開
催
な
ど
は
、
地
域
が
主
体
と
な
っ
て
行

う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
身
近

な
場
所
か
ら
支
援
・
調
整
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
商
工
関
係
団
体
の
支
援
に
関
す
る
こ
と

○
夕
顔
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
地
域

イ
ベ
ン
ト
等
）
に
関
す
る
こ
と

○
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
事
業
に
関
す
る
こ

と○
ふ
れ
あ
い
朝
市
開
催
支
援
に
関
す
る
こ

と○
若
手
後
継
者
等
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

○
地
域
の
観
光
に
関
す
る
こ
と
等

イ
　
農
　
業

農
業
は
、
生
活
に
不
可
欠
な
基
礎
的
物

資
で
あ
る
食
料
の
安
定
供
給
と
い
う
最
も

基
本
的
か
つ
重
要
な
役
割
を
担
う
、
主
要

な
産
業
で
あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
積
極
的

な
取
組
が
行
え
る
よ
う
、
農
業
の
振
興
機

能
を
備
え
、
農
業
者
や
関
係
団
体
と
の
連

携
を
図
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し

て
い
き
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

（
土
地
基
盤
整
備
）

○
土
地
改
良
事
業
の
相
談
、
指
導
に
関
す

る
こ
と

（
農
業
生
産
の
振
興
）

○
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
基
づ
く
農

用
地
区
域
の
除
外
・
編
入
の
受
付
事
務
に

関
す
る
こ
と

○
米
の
生
産
調
整
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

○
土
地
利
用
型
作
物
（
米
、
麦
、
大
豆
等
）、

園
芸
作
物
栽
培
に
係
る
機
械
･
施
設
な
ど

へ
の
助
成
に
関
す
る
こ
と

○
農
作
物
被
害
調
査
事
務
に
関
す
る
こ
と

○
農
業
金
融
に
係
る
支
援
に
関
す
る
こ
と

○
学
校
体
験
農
園
設
置
事
業
の
推
進
に
関

す
る
こ
と

○
畜
産
経
営
環
境
対
策
事
業
の
推
進
に
関

す
る
こ
と

○
家
畜
伝
染
病
予
防
対
策
事
業
の
推
進
に

関
す
る
こ
と

（
担
い
手
）

○
農
地
流
動
化
の
推
進
、
指
導
に
関
す
る

こ
と

○
農
業
士
・
女
性
農
業
士
の
推
薦
に
関
す

る
こ
と

○
認
定
農
業
者
の
確
保
、
相
談
・
指
導
に

関
す
る
こ
と

○
農
業
・
農
村
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に

関
す
る
こ
と

（
農
村
地
域
の
活
性
化
）

○
地
区
む
ら
づ
く
り
運
動
の
推
進
に
関
す

る
こ
と

○
農
道
整
備
の
相
談
、
指
導
に
関
す
る
こ

と○
農
業
集
落
排
水
事
業
の
地
元
指
導
等
に

関
す
る
こ
と

○
田
園
自
然
環
境
保
全
の
地
元
支
援
に
関

す
る
こ
と

（
イ
ベ
ン
ト
）

○
農
林
業
祭
の
開
催
に
関
す
る
こ
と

（
団
体
等
運
営
）

○
農
林
業
団
体
等
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

○
土
地
改
良
区
の
運
営
、
指
導
に
関
す
る

こ
と

（
施
設
）

○
農
産
物
加
工
所
の
管
理
・
運
営
に
関
す

る
こ
と

○
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
管
理
・
運

営
に
関
す
る
こ
と

○
土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
の
地
元
相
談
、

指
導
に
関
す
る
こ
と

○
農
業
集
落
排
水
施
設
地
元
管
理
組
合
の

相
談
、
指
導
に
関
す
る
こ
と

○
農
地
・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
の

地
元
相
談
、
指
導
に
関
す
る
こ
と
等

ウ
　
林
業
・
水
産
業

林
業
は
、
生
活
環
境
の
保
全
・
形
成
な

ど
、
住
民
生
活
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
引
き
続
き
積
極
的
な
取
組
が

行
え
る
よ
う
、
林
業
の
振
興
機
能
を
備
え
、

森
林
の
持
つ
諸
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め

適
切
な
森
林
整
備
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
民
有
林
の
整
備
・
保
全
へ
の
助
成
等
に

関
す
る
こ
と

○
有
害
鳥
獣
捕
獲
許
可
の
受
付
に
関
す
る

こ
と

○
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
届
受
理
に
関

す
る
こ
と

○
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
員
登
録
の
受
付

に
関
す
る
こ
と

○
や
な
に
よ
る
採
捕
の
受
付
に
関
す
る
こ

と
等

色
建
　
設

ま
ち
づ
く
り
の
基
盤
と
な
る
社
会
資
本

は
、
全
市
一
体
的
な
施
策
展
開
が
必
要
不

可
欠
で
す
が
、
地
域
住
民
の
安
全
な
生
活

環
境
の
保
持
や
き
め
細
か
な
行
政
展
開
に

寄
与
す
る
た
め
、
地
域
行
政
機
関
で
一
定

の
業
務
を
行
い
ま
す
。

ア
　
都
市
計
画

都
市
計
画
は
、
土
地
の
利
用
や
建
築
物

に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り

に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
総
合
的
・
一
体

的
に
定
め
、
ま
ち
づ
く
り
全
体
を
秩
序
立

て
て
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
全
市
的
な
取
組
が
必
要
な
業

務
で
す
が
、
利
便
性
の
観
点
か
ら
証
明
書

の
交
付
な
ど
必
要
な
窓
口
機
能
を
備
え
ま

す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
地
価
公
示
台
帳
等
の
閲
覧
に
関
す
る
こ

と○
都
市
計
画
決
定
図
書
等
の
閲
覧
に
関
す

る
こ
と

○
用
途
地
域
、
区
域
区
分
の
証
明
に
関
す
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る
こ
と
等

イ
　
道
　
路

新
市
の
全
体
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
通

勤
・
通
学
、
買
物
、
散
歩
な
ど
地
域
住
民

が
日
常
的
に
利
用
す
る
生
活
道
路
の
新
設

改
良
（
踏
切
改
良
等
を
除
く
。）
や
、
主
に

地
域
住
民
が
利
用
す
る
道
路
等
に
つ
い
て

維
持
管
理
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
違
法
駐
車
防
止
に
関
す
る
こ
と

○
道
路
愛
護
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

○
道
路
な
ど
の
占
用
許
可
、
及
び
占
用
料

の
徴
収
に
関
す
る
こ
と

○
道
路
台
帳
の
閲
覧
に
関
す
る
こ
と

○
道
路
な
ど
の
維
持
修
繕
に
関
す
る
こ
と

○
交
通
安
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

○
狭
あ
い
道
路
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

○
生
活
道
路
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
等

ウ
　
河
　
川

地
域
を
流
れ
る
河
川
の
溢
水
被
害
を
解

消
し
、
良
好
な
河
川
環
境
を
守
る
た
め
、

地
域
河
川
の
管
理
や
河
川
敷
除
草
等
の
維

持
管
理
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
河
川
の
軽
微
な
維
持
業
務
に
関
す
る
こ
と

○
河
川
の
占
用
許
可
、
及
び
占
用
料
の
徴

収
に
関
す
る
こ
と

○
河
川
愛
護
グ
ル
ー
プ
の
受
付
に
関
す
る

こ
と

○
急
傾
斜
地
の
把
握
及
び
パ
ト
ロ
ー
ル
に

関
す
る
こ
と
等

エ
　
住
　
宅

良
質
な
住
宅
・
住
環
境
を
確
保
す
る
こ

と
は
、
住
民
生
活
の
基
本
的
要
件
と
し
て

重
要
な
要
素
で
す
。
身
近
な
場
所
で
公
営

住
宅
の
入
居
に
係
る
受
付
事
務
や
日
常
的

な
維
持
補
修
を
行
い
、
良
好
な
生
活
基
盤

の
確
保
を
図
り
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
市
営
住
宅
の
維
持
修
繕
の
う
ち
軽
易
な

維
持
修
繕
（
日
常
的
な
維
持
修
繕
）
に
関

す
る
こ
と

○
市
営
住
宅
の
管
理
の
う
ち
入
居
に
係
る

受
付
事
務
、
退
去
に
係
る
調
査
に
関
す
る

こ
と
等

オ
　
公
　
園

公
園
の
全
体
的
な
配
置
基
準
に
つ
い
て

は
全
市
統
轄
機
関
が
担
い
、
主
に
地
域
住

民
が
日
常
的
に
利
用
す
る
街
区
公
園
、
近

隣
公
園
の
具
体
的
な
整
備
、
維
持
・
修
繕
、

管
理
及
び
緑
化
推
進
に
つ
い
て
は
地
域
行

政
機
関
が
行
い
、
ゆ
と
り
と
潤
い
の
あ
る

地
域
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
街
区
・
近
隣
公
園
の
整
備
に
係
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と

○
公
園
の
占
用
・
使
用
許
可
の
受
付
等
に

関
す
る
こ
と

○
公
園
・
緑
地
の
維
持
修
繕
に
関
す
る
こ
と

○
緑
化
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
等

触
教
　
育

教
育
行
政
は
、
将
来
を
担
う
児
童
・
生

徒
の
育
成
や
い
き
が
い
あ
る
住
民
生
活
の

推
進
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

合
併
に
よ
り
教
育
委
員
会
は
統
合
さ
れ
ま

す
が
、
身
近
な
場
所
か
ら
行
う
こ
と
が
有

効
な
生
涯
学
習
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

な
ど
に
つ
い
て
は
、
地
域
行
政
機
関
で
実

施
し
ま
す
。

ア
　
生
涯
学
習

こ
こ
ろ
豊
か
で
い
き
が
い
を
持
っ
た
住

民
生
活
を
推
進
す
る
た
め
、
生
涯
学
習
の

促
進
・
支
援
の
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い

ま
す
。
地
域
住
民
の
学
習
機
会
や
場
の
充

実
を
図
る
た
め
、
地
域
に
根
差
し
た
活
動

支
援
や
情
報
提
供
な
ど
を
行
い
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
成
人
式
に
関
す
る
こ
と

○
青
少
年
教
育
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
成
人
教
育
事
業
に
関
す
る
こ
と

○
学
習
情
報
提
供
・
学
習
相
談
に
関
す
る

こ
と

○
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
関
す
る

こ
と

○
人
材
バ
ン
ク
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

○
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と
等

イ
　
学
校
教
育

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体
を
持
ち
、
明

日
の
社
会
を
担
う
た
く
ま
し
い
人
材
を
育

成
す
る
た
め
の
学
校
教
育
の
取
組
に
は
、

全
市
的
な
対
応
が
必
要
で
す
が
、
児
童
・

生
徒
の
健
全
な
育
成
を
目
指
し
た
き
め
細

か
な
対
応
を
図
る
た
め
、
窓
口
機
能
の
ほ

か
相
談
機
能
な
ど
を
備
え
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
就
学
事
務
に
関
す
る
こ
と

○
就
学
相
談
に
関
す
る
こ
と
等

ウ
　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

い
き
が
い
づ
く
り
や
健
康
増
進
な
ど
の

観
点
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
の
果
た
す
役
割
は

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
地
域
住
民

が
広
く
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
親
し
む
こ
と
が

で
き
る
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
、
ス
ポ
ー

ツ
教
室
や
各
種
の
大
会
な
ど
の
事
業
を
行

い
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を
地
域
か
ら
推
進
し

ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
少
年
ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
の
育
成
（
ス
ポ

ー
ツ
少
年
団
）
に
関
す
る
こ
と

○
学
校
校
庭
の
夜
間
開
放
に
関
す
る
こ
と

○
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

○
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
用
具

の
貸
し
出
し
に
関
す
る
こ
と

○
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と

○
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に
関
す
る

こ
と
等

拭
農
地
等

農
業
委
員
会
は
、
新
市
と
し
て
一
本
化

8
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し
て
い
き
ま
す
が
、
地
域
行
政
機
関
に
お

い
て
、
農
地
の
貸
借
、
売
買
、
転
用
に
関

す
る
手
続
き
の
受
付
な
ど
の
事
務
を
行
い
、

利
便
性
を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
農
地
法
に
よ
る
許
可
申
請
、
届
出
の
相

談
及
び
書
類
受
付
に
関
す
る
こ
と

○
農
地
利
用
の
あ
っ
せ
ん
や
争
議
の
防
止

に
関
す
る
こ
と

○
農
家
・
農
地
基
本
台
帳
の
整
備
及
び
保

管
に
関
す
る
こ
と

○
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
申
請
に

関
す
る
こ
と

○
農
業
者
年
金
の
相
談
、
指
導
に
関
す
る

こ
と

○
農
地
の
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
納
税
猶

予
に
関
す
る
こ
と

○
軽
易
な
証
明
に
関
す
る
こ
と

○
諸
台
帳
の
調
整
、
整
備
、
保
管
に
関
す

る
こ
と

○
農
業
者
の
青
色
申
告
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
等

植
選
　
挙

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
新
市
と
し
て
一

本
化
さ
れ
ま
す
が
、
明
る
い
選
挙
の
実
現

を
目
指
し
、
地
域
か
ら
も
、
有
権
者
の
政

治
や
選
挙
に
関
す
る
意
識
高
揚
を
図
る
た

め
の
啓
発
に
努
め
る
と
と
も
に
公
正
で
適

正
な
選
挙
の
管
理
執
行
を
確
保
し
ま
す
。

《
主
な
事
務
事
業
》

○
政
治
や
選
挙
に
関
す
る
意
識
の
高
揚
・

啓
発
に
関
す
る
こ
と
等

水
道
は
、
良
質
な
水
を
供
給
し
て
い
く
た

め
、
ま
た
、
下
水
道
は
、
快
適
な
生
活
環

境
の
確
保
や
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全

の
観
点
か
ら
、
住
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い

社
会
基
盤
で
す
。
事
業
は
、
地
方
公
営
企

業
で
あ
る
上
下
水
道
局
で
行
わ
れ
、
常
に

企
業
の
経
済
性
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
合
併
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
を
生
か
し
、
一
層
の
効
率
化
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

た
だ
し
、
地
方
公
営
企
業
に
お
い
て
も
、

住
民
の
利
便
性
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
地
域
行
政
機
関
と
の
連
携
や
、

上
下
水
道
局
独
自
の
出
先
機
関
の
設
置

（
設
置
箇
所
を
含
む
）
等
を
検
討
し
ま
す
。

○
水
道
料
金
等
の
収
納
に
関
す
る
こ
と

○
給
水
装
置
工
事
並
び
に
排
水
設
備
計
画

確
認
の
申
請
受
付
、
審
査
及
び
検
査
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す
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と
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漏
水
に
係
る
現
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確
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に
関
す
る
こ
と

○
上
下
水
道
施
設
の
維
持
修
繕
に
関
す
る

こ
と

○
そ
の
他
各
種
相
談
に
関
す
る
こ
と
等
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地
方
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業
の
事
務

（
上
下
水
道
）

５

項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考
1 個人市町民税税率

均等割 3,000 円 3,000円
所得割 標準税率 標準税率

2 法人市町民税税率
均等割 制限税率 制限税率
法人税割 14.7 ％ 14.7 ％

3 固定資産税税率 11 .4 ％
4 都市計画税税率 10 .2 ％ 調整中 現在の宇都宮市　0.25％

5 事業所税 無 調整中 非課税対象…事業所用家屋1,000㎡以下
非課税対象…従業者数　　　100人以下

6 前納報償制度 納期前納付額の0.5％
（1の納期30万円まで）

納期前納付額の0.25％
（1の納期10万円まで）

7 消　　防
常備消防 石橋地区消防組合 宇都宮市消防
消防団の取扱い 上三川町消防団 宇都宮市消防団分団
消防団員の年報酬等

24 万円 18.5 万円
17 万円 11.7 万円
14 万円 8.5 万円

12.5 万円 6.1 万円
10.5 万円 5.6 万円

無 4.6 万円
4.1 万円

6 万円 3.8 万円

費用弁償額 3,000円／回（3時間以上）
1,500円／回（3時間未満）

2,700円／回
跡火消し500円増

8 町名・字名の取扱い 町名　　14
大字　　24

従前の名称から「大字」を削除し、末尾
に「町」を加える。例）大字上郷→上郷町

宇都宮市に「天神」があるため、天神
町については「上三川天神町」とする

団長
副団長
分団長
副分団長
部長
副部長

7.5 万円班長
団員

1. 税・消防・町名

住民負担とサービスの比較表

11 .4 ％

《
出
先
機
関
設
置
の
際
の

主
な
事
務
事
業
》



11 チャイルドシート補助額 無 購入価格の1／3（乳児１人に１台）
限度額 無 10,000円

12 窓口サービスの推進
窓口業務の時間延長 無 17：00～19：00（本庁で実施）

年度末等の臨時窓口開設 無 3月の最後の土曜日（本庁で実施）
4月の最初の土曜日（本庁で実施）

13 諸証明（窓口）手数料
住民票の写し 200 円 調整中 現在の宇都宮市　400円
印鑑証明 200 円 調整中 〃　　　　400円
戸籍謄・抄本 450 円 450 円
除籍騰・抄本 750 円 750 円
身分証明書 200 円 調整中 現在の宇都宮市　400円
不在籍・不在住証明 200 円 調整中 〃　　　　400円
その他公簿に基づく証明 200 円 調整中 〃　　　　400円
所得証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円
課税証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円
納税証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円
完納証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円
営業証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円
評価証明書 200 円 調整中 〃　　　　400円

外国人登録手数料 200 円 調整中 〃　　　　400円

14 出産育児一時金及び葬祭費の支給 出産育児一時金30万円
葬祭費6万円

15 国民健康保険税の賦課

医
療
給
付
分

税率（所得割） 8.3 ％ 保険税の賦課は、均一課税
とする
ただし、合併日を含む年度
の税率、賦課限度額は現行
どおり

現在の宇都宮市　18.6％
（資産割） 45 ％ 〃　　　　33.0％
（均等割） 124,300 円 〃　　　120,000円
（平等割） 125,300 円 〃　　　122,000円

限度額 530,000 円 〃　　　520,000円

介
護
給
付
分

税率（所得割） 0.9 ％ 保険税の賦課は、均一課税
とする
ただし、合併日を含む年度
の税率、賦課限度額は現行
どおり

〃　　　　31.3％
（資産割） 6.1 ％ 〃　　　　35.9％
（均等割） 114,500 円 〃　　　124,400円
（平等割） 112,900 円 〃　　　123,400円

限度額 170,000 円 〃　　　170,000円
16 合併処理浄化槽の設置・普及

7人槽の補助額 411,000 円 615 ,000 円 見直し中
17 太陽光発電システム設置補助事業 １kｗ当り22,500円（上限４kｗ） 見直し中
18 家庭用生ごみ処理機器普及補助

コンポスト容器 13,000 円（1世帯2基） 15,000 円（1世帯3基） 購入価格の1／2以内
機械式処理器 20,000 円（1世帯1基） 30,000 円（1世帯1基） 購入価格の1／2以内

無

出産育児一時金30万円
葬祭費6万円
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項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考
9 自　治　会

単位自治会への補助金等

・区分割
110戸まで 33,000円
199戸まで 98,500円
100戸以上 102,100円

・世帯割 750円／戸
・産業委員算出
1均等割 4,000円
1世帯割 500円／戸

・班長算出 950円／戸
・事務費
1均等割 4,000円
1世帯割 100円

※平均規模自治会
354,500円

段階的に宇都宮市の例によ
り統一する

・均等割 3,500円

・世帯割 150円

現在の宇都宮市

平均規模自治会 29,150円

自治会公民館・新築 建築費用の30％以内（220万円以内） 建築費用の40％以内（300万円以内）
自治会公民館・移設 無 建築費用の40％以内（110万円以内）
自治会公民館・増改築 建築費用の30％以内（130万円以内） 建築費用の40％以内（125万円以内）

10 地域の安全

防犯灯管理費補助 3,500円／1基 現在の宇都宮市…電気代相当分（20w以下蛍光
管）補助、管理主体は、自治会等公共的団体

非常勤特別職 任意団体の長自治会長の取扱い

2. 自治会・証明書・国民健康保険・生活環境

当分の間現行どおりとし、段階
的に宇都宮市の制度に調整する



老人会補助金
単位老人クラブ　20～39人…20,000円

40～49人…30,000円
50人～　 …40,000円

当分の間現行通り
（概ね3年を目途に調整）

敬老祝金対象年齢 75歳以上、年5,000円 80歳…3万円、90歳…5
万円、100歳…10万円 年齢の節目に支給

22 障害者福祉関係事業
重度身体障害者福祉電話設置 無 外出困難な重度身体障害者 相談、助言、安否確認
訪問入浴サービス
（移動浴槽車派遣事業） 無 入浴困難な身体障害者（児）

移動浴槽車の派遣（１回/週）

福祉バス運行事業 無 障害者、障害者福祉団体
（研修会、社会見学等）

福祉バス
（車イスのまま乗車可能）

重度心身障害者タクシ
ー料金助成 無 交通機関利用困難な重度身障者タクシー

料の一部助成（タクシー券６０枚／年） タクシー券（基本料金分）

知的障害者等交通費助
成 無 通学、通院、訓練等のため交通

機関利用（交通費 実費１／２）
精神障害者タクシー料
金助成 無 通院、社会復帰施設利用の際のタクシ

ー料の一部助成（タクシー券60枚／年） タクシー券（基本料金分）

精神障害者交通費助成
事業 無 通院…12,000円のバスカード

通所（社会復帰施設）…190円×日数
23 児童福祉関係事業

32 .9 ％ 調整中
50,000 円 調整中 現在の宇都宮市　53,000円

無 有（18：00～19：00）
－ 2,800 円
－ 2,250 円

7：30～18：30 17：00～18：00
無 18：00～19：00

7：30～12：30 17：00～18：00

無 3歳未満 2,000円～4,000円
3歳以上１,000円～2,500円

保護者の病気、入院等緊急な保育が
必要な場合（金額は民間保育園にお
ける実施料金）

休日保育事業 無 （3歳未満2,300円、3歳以
上2,100円）

日曜、祝日等に保護者が病気や勤務
等で保育ができない場合（金額は民
間保育園における実施料金）

乳幼児医療費助成（対象年齢） 小学6年生まで 調整中

子育て支援短期利用 無 保護者の疾病による養育困
難（概ね7日を限度）

栃木県済生会宇都宮乳児院、児
童養護施設普恵園に委託

乳幼児健康支援デイサ
ービス 無 病気回復期にあり集団保育の

困難な乳幼児（原則7日以内）
栃木県済生会宇都宮乳児院、福
田こどもクリニックに委託

児童福祉手当 無 父母の一方又は両親の監護が受けられない
児童を養育している者（3,000円/月/人) 市民税非課税者のみ該当

保育料
平均軽減率
最高額
延長保育（公立のみ）
利用者負担金（月割）
利用者負担金（日割）

保育所開所時間（公立のみ）
保育所開所時間
延長保育
土曜日の開所時間

一時保育促進事業
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項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考
19 無 有
20 介護保険関係事業

市町村特別給付事業 無（社会福祉協議会で実施） 要介護1～5 紙おむつ購入
費の9割（5,500円/月を上限） 宇都宮市の制度に統一

利用者負担軽減 有 有
介護保険料基準額月額 112,816 円 平成17年度までは現行どおり 18年度から均一保険料
低所得者への保険料減免 無 有 条例等の減免規定を統一

21 高齢者福祉関係事業

配食サービス事業 無 65歳以上の独居､両老､障
害者（週5食まで）

委託先:社会福祉法人、
委託先:民間事業者

福祉入浴援助事業 無 虚弱な高齢者、障害者（公
衆浴場に無料で月2回入浴）

公衆浴場の定休日
（事業者へ運営費補助）

徘徊高齢者等家族支援
事業 無 初老期痴呆該当者を介護している方

PHS位置特定システム（小型電波発信機） 市税完納者

住宅改修補助事業 65歳以上、介護保険非該当、
住民税非課税世帯、20万円以内

65歳以上、介護保険該当、世帯の所得
税額年間32,400円、90万円以内 補助率（改修工事の3／4）

生きがい対応型デイサ
ービス事業 無 60歳以上の介護保険対象外者

利用回数（週1～3回）
デイサービスセンターで実施、
料金521円+食材費

保険適用外はり・きゅう・
マッサージ施術料助成 無 70歳以上、身障1,2級､65歳以上の寝

たきり、1回1,000円（年18回以内）

老人福祉補聴器交付事業 無 65歳以上、身障非該当、
医師の証明

自己負担額：所得税非課税世帯　なし
課税額に応じ自己負担有

高齢者外出支援事業
（バスカード等） 無 ７５歳以上で自動車、自転車運転

困難者（バスカードの一部助成）
関東､東野､ＪＲ（年１回　5,000円のバスカード購
入時、本人1,000円、事業者1,000円、市3,000円）

ひとり暮らし高齢者等の安
心ネットワークシステム 無 65歳以上の独居（3年を目途

に構築）安心ネットワーク
見守り活動員（民生委員、福祉協
力員、自治会など地域住民）

内職あっせん

3. 福祉・保健



4. 商業・工業・農業
項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考

30 創業者支援事業 無 有 新規開業者の支援
31 商工団体補助 有 当分の間現行どおり 他の団体との調整
32 若手後継者等育成支援補助金額 150 ,000 円 当分の間現行どおり
33 中小企業者向け融資 2 15 融資事業の種類
34 融資金額 1千万円 5千万円
35 信用保証料補助 有（10万円限度） 有（300万円以下の融資分） 小規模・零細事業者補助
36 利子補給 有（15万円限度） 信用保証料補助に統一
37 商店街支援事業

商店街支援事業 無 有

共同施設維持 有 有 メニュー数は増加

38 各種イベント
サマーフェスティバル 500 万円 当分の間現行どおり
ふれあい朝市開催支援 100 万円 当分の間現行どおり

39 中小企業福祉支援事業 有 有
40 労働相談事業 無 有
41 勤労者住宅資金利子補給事業 有（15万円限度） 無 前年度実績なし
42 生産振興総合対策事業 補助率　10％ 補助率　20％ 共同利用施設
43 園芸振興対策事業 無 補助率　30％ 施設・機械
44 首都圏農業パワーアップ推進事業 補助率10％（県単に上乗せ） 当分の間現行どおり 施設・機械
45 野菜価格安定事業 補助1／3（生産者掛金負担） 補助1／2（生産者掛金負担）
46 農業経営基盤強化推進事業 無 補助率　30％ 水稲栽培関連機械
47 県単独土地改良事業 補助率　25％ 補助率　35％
48 市町単独土地改良事業 補助率　45％ 補助率　50％
49 土地改良施設維持管理適正化事業 補助率　10％ 補助率　30％
50 農業委員会委員の定数及び任期

農業委員数（公選） 18人
宇都宮市農業委員会委員の
残任期間に限り12人が在
任する。

残任期間後は､定数40人､選挙区6
（宇都宮３､上三川､河内､上河内はそ
れぞれ１）として選挙を行う。選挙
区の定数は､農業委員会委員選挙人
名簿登録者数に比例して定める。

農業委員数（選任） 16人 (新市全体で7人) 本町の選任委員は、失職
51 農業委員の取扱い 上三川町農業委員会 宇都宮市農業委員会に統合

報　　酬

会　長　　　405,000円
職務代理者　330,000円
農業委員　　300,000円
議会選出　　300,000円

会　長　　1,080,000円
職務代理者　708,000円
農業委員　　672,000円
議会選出　　204,000円
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母子家庭等援護費 無 母子父子家庭で遺児･児童福祉
手当受給者　15,000円／世帯

12月１日現在で3ヶ月以上住所を
有する者

母子家庭等児童入学・
卒業時の祝金等 無 母子父子家庭で遺児･児童福祉

手当受給者　15,000円／世帯 4月1日現在で住所を有するもの

乳児健康診査 集　団 概ね3年を目途に個別へ
1歳6月時検診 集　団 集　団
3歳児検診 集　団 集　団
2歳児歯科健康診査 集　団 集　団
妊婦歯科健康検診 無 個　別

24 健康診査実施方法・手数料 （集団健診の金額）
基本健康診査 個別・集団（無料） 調整中 現在の宇都宮市 個別・集団　1,260円
前立腺がん検診 無 調整中 〃　　　 個別・集団（基本とセットで1,680円）
肝炎ウイルス検診 個別・集団（無料） 調整中 〃　　　 個別・集団（基本とセットで1,760円）
肺がん検診 集　団（無料） 調整中 〃　　　 個別・集団　1,400円
胃がん検診 個別・集団（無料） 調整中 〃　　　 集　団　1 ,940円
大腸がん検診 集　団（無料） 調整中 〃　　　 個別・集団　1,520円
子宮がん検診 個別・集団（無料） 調整中 〃　　　 個別・集団　1,800円
乳がん検診 個別・集団（無料） 調整中 〃　　　 個別・集団　1,400円
骨粗しょう症検診 無 調整中 〃　　　 集　団　1 ,730円
歯科総合健診（歯周病検診） 無 調整中 〃　　　 集　団　　1,260円
肺がん二重読影事業 無 調整中

25 糖尿病予防事業 無 初期教育、講演会の実施
26 集団検診結果説明会 実　施 無 当分の間現行どおりとし、段階的に調整
27 個別健康教育 実　施 無 当分の間現行どおりとし、段階的に調整
28 機能訓練 A型 実　施 無 当分の間現行どおりとし、段階的に調整

29 飼い犬・ねこの不妊・
去勢手術補助金 無 犬（不妊 5,000円､去勢3,000円）

猫（不妊 4,000円､去勢3,000円）
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5. 建設・建築・都市計画
項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考

52 道路用地の取扱い 買収方式 幅員7メートル未満の用地
は寄付方式

買収方式で事業中のものは買収
方式とする

53 都計法の開発行為 意見照会 本庁で受付、許可
54 建築確認申請 申請受付 本庁で受付、許可

6. 水道・下水道
項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考

55 水　　　道
料　金

10杉 10杉（月10杉×2ヶ月） (2ヶ月徴収に移行)
111 ,522 円 利用者の負担等を考慮し、水道料

金等審議会で審議した後、合併後
3～5年で段階的に調整する。

現在の宇都宮市（20㎜）
4人家族の平均　6,574円111 ,575 円

※4人家族の平均（5,397円）
加入金

152,500 円
141 ,750 円 118 ,650 円

56 下　水　道

使用料（基本料10杉） 11,000 円
※4人家族の平均（3,843円）

利用者の負担等を考慮し､水道料
金等審議会で審議後､合併後3～
5年で段階的に調整

現在の宇都宮市
4人家族の平均　5,260円

受益者負担金（市街化区域） 300 円／杉 新たに整備する区域については、末
端管渠整備費用の１/４÷整備面積 一括納付報奨金制度有り

分担金（市街化調整区域） 300,000 円
水洗化の促進

50万円以内 70万円以内

工事費用全額 工事費用全額

基本水量
口径13mm料金（月額）

口径20mm料金（月額）

口径13mm加入金
口径20mm加入金

接続工事資金融資斡旋額
生活扶助世帯水洗便
所設置費補助金

152,500 円

57 農業集落排水
分担金

マス1個につき　30万円 マス1個につき　30万円
243,000 円 243 ,000 円

基本使用料（10杉まで） 11,000 円
※4人家族の平均（3,843円） 当分の間現行どおり 現在の宇都宮市

4人家族の平均　4,389円
水洗化資金あっせん

50 万円 80 万円
無利子

排水設備工事申請・検査手数料
11,000 円 11,800 円
11,000 円 11,400 円

負担金
一括納付の場合

融資限度額
無利子利子の有無

確認手数料
検査手数料

7. 教　　　育
項　　　　　　目 合併前の上三川町 合　　併　　後 備　　　　　　考

58 幼稚園就園奨励費補助

国、県の要綱に基づき実施
町単独分　7,000円
第3子以降の園児に対し保育料
全額助成（平成16年度から）

国、県の要綱に基づき実施
単独分　7,000円
第3子以降の子育て支援費
は調整中

59 教育委員の取扱い 5人 5人 本町の教育委員は、失職

60 通学区域 自治会単位 現行どおり
（新市に移行後、見直しについて検討）

61 学校給食費 月額　小4,200円　中4,800円

62 習熟度別学習 無 小　3，4，5，6年（国、算）
中　1，2，3年（国、数、英）

63 社会教育施設使用料

中央公民館　　無料
社会教育以外の目的で使用
大集会室　520円／3時間
大会議室　410円／3時間

3年を目途に段階的に調整
（宇都宮市の算出方法で算
出した使用料）

64 スポーツ施設使用料
体育センター 800円／1時間

（全面）電気料別途
野球場　200円/１時間（1面）

当分の間現行どおり

65 町民体育祭 町主催で毎年実施
（全自治会対象）

実施することで調整
（市の主催では行なわない）

調整中

合併アンケートにご協力を！
8月上旬に、20歳以上（7月1日現在）の人を対象に合併アンケートを実施します。

合併問題について、町の方向付けをする際の資料となりますので、ご協力をお願いします。

▼問い合せ先＝総務課　秘書庶務係　牲○56 9113




